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１．商標、屋号及び老舗商号の概念
２．老舗商号紛争の分類基準
３．老舗商号と商標権との利益抵触の発生原

因
４．老舗商号と商標権との利益抵触を解決す

る方法
おわりに

はじめに

　本件は、「2016年中国裁判所の代表的な知的財産
事件50件」から選ばれた、老舗商号と商標権との利
益抵触に関する事件である。老舗商号は、特定の歴
史的及び文化的背景を持ち、代々継がれた製品又は
サービスを有し、社会又は特定地域の消費者に認め
られた屋号又は商号である。老舗商号は、消費者が
感知できるような形態で長期的かつ継続的に使用さ
れているため、公衆に格別に認識されて、歴史的伝
承性を持っている。老舗商号が持っている商業的価
値のため、近年、「老舗商号」の商標争奪、商業信用
の損害、ドメイン名の侵害などの知的財産侵害事件
が時々発生している。例えば同仁堂、瑞蚨祥、全聚德、
稻香村などの「老舗商号」は、商標紛争事件に巻き
込まれたことがある。本文は、西双版納同 号茶業
股份有限公司VS雲南易武同 号茶業有限公司、高麗
莉の商標権侵害及び不正競争紛争事件を通じて、実
務における老舗商号と商標権との利益抵触及び中国
裁判所の紛争裁判法則を分析するものである。

Ⅰ　事件の概要

１．基本情報

上訴人（一審原告）：西双版納同 号茶業股份
有限公司（以下、「西双版納同 号」という）。

上訴人（一審被告）：雲南易武同 号茶業有限
公司（以下、「易武同 号」という）。

上訴人（一審被告）：高麗莉。
判決の情報
雲南省西双版納 族自治州中等裁判所（2014）

西民一初字第17号

雲南省高等裁判所（2016）雲民終第534号

２．事件の経緯

　　係争商標　　　　　　　 　引例商標

2004年６月７日に、第3390521号 商標（す
なわち、「同 及び図形」商標）は登録を受け、指
定商品は、茶、茶の代用品などを含む第30類のも
のである。2005年６月３日に、西双版納同 号は
設立され、茶の栽培、加工及び販売を経営してい
る。2007年11月28日に、西双版納同 号は当該商
標を譲り受けた。2009年６月14日に、第5501734
号 商標（すなわち、「同 」文字商標）は
登録を受け、指定商品も第30類のものであり、西
双版納同 号は商標権者である。

2006年６月14日に、第4068515号 商
標（すなわち、「易武同 号YI WU TONG QING 
HAO」商標）は登録を受け、高麗莉は商標権者で
あり、指定商品は第30類のものである。2006年12
月18日に、易武同 号は設立され、茶の販売など
を経営している。2006年12月31日に、易武同 号
は、当該商標の独占使用権を取得した。2011年12
月に、「易武同 号YI WU TONG QING HAO」は、
雲南省工商管理局により「雲南省著名商標」と評
された。易武同 号は、雲南省商務庁により「雲
南老舗商号」と認定されたことがある。

2013年７月29日に、国家工商管理総局商標評審
委員会は、商評字［2013］第24678号裁定を下し、「第
4068515号商標と第3390521号引例商標とは類似商
標に該当しないため、指定商品における係争商標
の登録を維持する」と認定した。北京市高等裁判
所（2014）高行終字第1206号行政判決書は、当該
行政裁決を維持した。

2007年６月８日に、易武同 号のウェブサイ
トに対して公証保全を行ったところ、「同慶號茶
葉」、「盛世同慶惠澤天下」、「同慶號」などがあっ
た。2014年２月14日に、易武同 号の店舗に対し
て公証保全を行ったところ、店舗の壁には「同慶
號茶業公司」があり、ウェブサイトには「易武同


